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外国人児童生徒等の現状と主な取組
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（出典）文部科学省「学校基本調査」を基に作成

 公立学校に在籍する外国人児童生徒数は、１０年間で約７．５万人増加し、約１５．１万人となっている。

公立学校に在籍する外国人児童生徒数の推移
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（人）

■小学校 45,267 49,093 53,714 59,094 65,337 70,401 74,683 77,179 84,930 90,367 96,167

■中学校 21,437 20,686 21,828 23,051 24,800 26,847 28,101 28,736 30,792 33,353 38,254

■高等学校 8,725 8,968 9,318 9,614 9,636 9,687 9,926 10,387 10,821 11,759 13,009

■義務教育学校 0 185 207 326 502 613 683 860 1,068 1,236 1,414

■中等教育学校 131 148 141 151 155 174 182 200 200 183 187

■特別支援学校 722 1,039 807 987 972 1,093 1,278 1,428 1,638 1,816 2,087


表



						H27		H28		H29		H30		R1		R2		R3		R4		R5		R6		R7

				小学校 ショウガッコウ		45,267		49,093		53,714		59,094		65,337		70,401		74,683		77,179		84,930		90,367		96,167

				中学校 チュウガッコウ		21,437		20,686		21,828		23,051		24,800		26,847		28,101		28,736		30,792		33,353		38,254

				高等学校 コウトウガッコウ		8,725		8,968		9,318		9,614		9,636		9,687		9,926		10,387		10,821		11,759		13,009

				特別支援学校 トクベツシエン ガッコウ		722		1,039		807		897		972		1,093		1,278		1,428		1,638		1,816		2,087

				義務教育学校 ギムキョウイクガッコウ		0		185		207		326		502		613		683		860		1,068		1,236		1,414

				中等教育学校 チュウトウ キョウイクガッコウ		131		148		141		151		155		174		182		200		200		183		187		差 サ

				合計 ゴウケイ		76,282		80,119		86,015		93,133		101,402		108,815		114,853		118,790		129,449		138,714		151,118		74,836

				列1		列2		列3		列4		列5		列6		列7		列8		列9		列10		列11		列12

				■小学校 ショウガッコウ		45,267		49,093		53,714		59,094		65,337		70,401		74,683		77,179		84,930		90,367		96,167

				■中学校 チュウガッコウ		21,437		20,686		21,828		23,051		24,800		26,847		28,101		28,736		30,792		33,353		38,254

				■高等学校 コウトウガッコウ		8,725		8,968		9,318		9,614		9,636		9,687		9,926		10,387		10,821		11,759		13,009

				■特別支援学校 トクベツシエン ガッコウ		722		1,039		807		987		972		1,093		1,278		1,428		1,638		1,816		2,087

				■義務教育学校 ギムキョウイクガッコウ		0		185		207		326		502		613		683		860		1,068		1,236		1,414

				■中等教育学校 チュウトウ キョウイクガッコウ		131		148		141		151		155		174		182		200		200		183		187

				■小学校 ショウガッコウ		45,267		49,093		53,714		59,094		65,337		70,401		74,683		77,179		84,930		90,367		96,167

				■中学校 チュウガッコウ		21,437		20,686		21,828		23,051		24,800		26,847		28,101		28,736		30,792		33,353		38,254

				■高等学校 コウトウガッコウ		8,725		8,968		9,318		9,614		9,636		9,687		9,926		10,387		10,821		11,759		13,009

				■義務教育学校 ギムキョウイクガッコウ		0		185		207		326		502		613		683		860		1,068		1,236		1,414

				■中等教育学校 チュウトウ キョウイクガッコウ		131		148		141		151		155		174		182		200		200		183		187

				■特別支援学校 トクベツシエン ガッコウ		722		1,039		807		987		972		1,093		1,278		1,428		1,638		1,816		2,087



【機密性○（取扱制限）】		


小学校	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	45267	49093	53714	59094	65337	70401	74683	77179	84930	90367	96167	中学校	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	21437	20686	21828	23051	24800	26847	28101	28736	30792	33353	38254	高等学校	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	8725	8968	9318	9614	9636	9687	9926	10387	10821	11759	13009	特別支援学校	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	722	1039	807	897	972	1093	1278	1428	1638	1816	2087	義務教育学校	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	0	185	207	326	502	613	683	860	1068	1236	1414	中等教育学校	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	131	148	141	151	155	174	182	200	200	183	187	









小学校	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	45267	49093	53714	59094	65337	70401	74683	77179	84930	90367	96167	中学校	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	21437	20686	21828	23051	24800	26847	28101	28736	30792	33353	38254	高等学校	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	8725	8968	9318	9614	9636	9687	9926	10387	10821	11759	13009	特別支援学校	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	722	1039	807	897	972	1093	1278	1428	1638	1816	2087	義務教育学校	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	0	185	207	326	502	613	683	860	1068	1236	1414	中等教育学校	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	131	148	141	151	155	174	182	200	200	183	187	合計	[値]





H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	76282	80119	86015	93133	101402	108815	114853	118790	129449	138714	151118	







52小

		52　外国人児童数

		区分		計		国立		公立		私立

		外国人児童数		97536		130		96167		1239





79中

		79    外　国　人　生　徒　数

		区分		計		国立		公立		私立

		外国人生徒数		40650		51		38254		2345





139高

		139　外国人生徒数

		区分		計		国立		公立		私立

		外国人生徒数		20864		31		13009		7824





209特支

		209   　　外国人在学者数

		区分		計		国立		公立		私立

		計		2116		7		2104		5

		幼稚部		17		－		17		－

		小学部		1118		4		1114		－

		中学部		381		1		380		－

		高等部		600		2		593		5

								2087

								↑小学部・中学部・高等部の計 ショウ ガクブ チュウガクブ コウトウブ ケイ





106義務

		106  　　外　国　人　児　童　生　徒　数

		区分		計		国立		公立		私立

		外国人児童生徒数		1414		－		1414		－





183中等

		183   　　外　国　人　生　徒　数

		区分		計		国立		公立		私立

		計		388		22		187		179

		前期課程		212		13		108		91

		後期課程		176		9		79		88







（出典）文部科学省「日本語指導が必要な児童生徒の受入状況等に関する調査」

公立学校における日本語指導が必要な児童生徒数の推移

（人）
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約10年間で

1.9倍増
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（小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、義務教育学校、特別支援学校）



外国人児童生徒等に対する日本語指導の現状

ポルトガル語

11,054人

中国語

10,65…

フィリピノ語

7,630人

その他

9,452人

(出典)文部科学省「日本語指導が必要な児童生徒の受入状況等に関する調査（令和５年度）」

在籍なし

17,498校

63% 1人

3,510校

2人

1,866校

5人以上

3,123校

在籍あり

10,266

校…

外国籍児童生徒

日本語指導が必要な児童生徒は多様化している1

日本語指導が必要な児童生徒は集住化・散在化の傾向がみられる2

日本語指導が必要な児童生徒が在籍する学校数 都道府県別 日本語指導が必要な児童生徒数

5,000人～

1,000人～

100人～

～99人※100人以上は
全都道府県で

13校

インドネシア語
ウルドゥ語
タイ語
ネパール語
ベンガル語
モンゴル語
ロシア語
アラビア語
ウクライナ語
パシュトゥー語 等

「その他」の言語

※公立小・中学校 51,510人

スペイン語 3,353人

英語 2,954人

日本語 2,494人

韓国・朝鮮語 0,417人

ベトナム語 3,504人

※公立小・中学校 27,764校

3人 1,094校

4人 673校

日本語

3,319人

フィリピノ語

1,995人
中国語

1,755人

英語

1,57…

日本国籍児童生徒

※公立小・中学校 10,589人

ポルトガル語 505人

スペイン語 339人

ベトナム語 213人

韓国・朝鮮語 169人

その他 716人
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日本語指導が必要な中高生等の進路状況等について

 日本語指導が必要な中高生は、進学率が低い一方で、中途退学率や非正規就職率が高い傾向
にある。

 高等学校等への進学を促進する観点から、公立高等学校入学者選抜における特別定員枠の設
定等の取組を推進している。

 早い時期からキャリア教育・進路指導等の取組を実施する必要がある。

6

中学生 ９０．３％（９９．０％） ※１ 専修学校（高等課程、一般課程）、公共職業能力開発施設等を含む

高校生 ４６．６％（７５．０％） ※２ 短期大学、専門学校、各種学校を含む

（出典）文部科学省「日本語指導が必要な児童生徒の受入れ状況等に関する調査（令和５年度）」等
文部科学省「令和７年度 高等学校入学者選抜の改善等に関する状況調査」

※（ ）は、全高校生等の割合。「令和５年度学校基本調査」を基に算出。

日本語指導が必要な中高生の進学率

公立高等学校入学者選抜における外国人生徒特別定員枠設定状況

８．５％（１．１％）

日本語指導が必要な高校生の中途退学率

40．3％（6．3％）

日本語指導が必要な高校生の就職者における非正規就職率

２０都道府県 ※その他、受検に際しての配慮として試験教科の軽減、問題文のルビ振り等を実施

※（ ）は、「令和４年度学校基本調査」「令和４年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」を基に全高校生等の割合を算出。
特別支援学校の高等部は除く。

※（ ）は、全中学生等、全高校生等の割合。「令和５年度学校基本調査」を基に算出。



日本語指導体制の整備状況（教育委員会）
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年 度 総 数

地方公共団体数（左の内訳）

拠点校設置
拠点校設置
に加え教員の

巡回指導

支援者
による巡回
指導・支援

学校における
教員や支援者

による
指導・支援
（左記以外）

教員配置の

ない学校に
おける

ICT活用

教育委員会等
にコーディネー

ト組織設置、
指導内容の開

発・提供

整備
していない

その他

令和５年度 1,788
122

6.8%
151

8.4%
357

19.9%
539

30.1%
44

2.5%
95

5.3%
814

45.5%
131

7.3%

令和３年度 1,788
107

6.0%
146

8.2％
328

18.3%
510

28.5%
27

1.5%
105

5.9%
847

47.4%
147

8.2%

年 度 総 数
地方公共団体数（左の内訳）

活用している 検討中 活用していない

令和５年度 1,788
697

39.0%
83

4.6%
1,008

56.4%

令和３年度 1,788
380

21.3%
213

11.9%
1,195

66.8%

（学校での日本語指導におけるICT端末等の活用有無別地方公共団体数）

※「日本語指導が必要な児童生徒の受入状況等に関する調査」（文部科学省）より作成。

指導体制

ICT活用

（日本語指導が必要な児童生徒等の受入れに際しての指導体制の整備状況）

年 度 総 数

地方公共団体数（左の内訳）

対象児童生徒が

いない・少ない
通常学級内で
支援できている

どのような
支援を行うべき

かわからない
指導人員不足 予算不足 その他

令和５年度 ８１４
706

86.7%
69

8.5%
26

3.2%
193

23.7%
112

13.8%
11

1.4%

→多くは在籍学校における指導

→ ICT活用は増加



日本語指導体制の整備状況（教育委員会）

8※「日本語指導が必要な児童生徒の受入状況等に関する調査」（文部科学省）より作成。

人材配置

受入体制

→ 担当教員、母語支援員、
日本語指導補助者等の
人材配置を行う
都道府県・市区町村が増加

→ 関係機関との連携、
拠点校・支援センターの設置、
日本語指導教室の設置を行う
都道府県・市区町村が増加



日本語指導体制の整備状況（教育委員会）

9※「日本語指導が必要な児童生徒の受入状況等に関する調査」（文部科学省）より作成。

情報提供

研修

→ 担当教員、
母語支援員、
日本語指導補助者や
各担当教員向けの
研修を行う
都道府県・市区町村
が増加

→ 就学に関する
窓口、ガイドブック、
保護者へのガイダンス
等の様々な情報提供
を行う
都道府県・市区町村

    が増加



帰国・外国人児童生徒等教育に関する主な施策

指導体制の確保・充実1

 日本語指導が必要な児童生徒に対する「特別の教育課程」の制度化
（義務教育段階：平成26年度～、高等学校段階：令和５年度～）。

 義務標準法に基づく日本語指導に必要な教員の基礎定数化
（児童生徒18人に１人、平成29年度～令和８年度まで計画的に措置）

 「帰国・外国人児童生徒等に対するきめ細かな支援事業」により、
日本語指導補助者・母語支援員の派遣、ＩＣＴを活用した教育・支援
等を推進

 高等学校「特別の教育課程」の制度周知及び資料作成（令和５年度）

日本語指導担当教師等の指導力の向上、支援環境の改善2

 (独)教職員支援機構における「指導者養成研修」の実施

 外国人児童生徒等教育を担う教員等の養成・研修のための「モデル
プログラム」の開発（令和元年度）

 外国人児童生徒等教育アドバイザーの教育委員会等への派遣
（令和元年度～）

 「かすたねっと」（教材等の情報検索サイト）の運営

 日本語指導を担当する教員・支援者向け研修動画を制作し、文科省
HPにおいて公開

 日本語能力評価方法の研究(令和４年度)及び改善のための調査研究
の実施(令和５年度・令和６年度)

 児童生徒の実態把握のためのネットワーク構築に向けた調査研究
（令和５年度・６年度）

 高等学校における日本語指導のカリキュラムづくり等のための指導
資料の開発（令和３年度・令和４年度）

就学状況の把握、就学の促進3

 「外国人の子供の就学促進事業」により、就学状況・進学状況の調査等
を実施する自治体を支援

 外国人の子供の就学促進に関する先進事例を自治体に提供（令和２年３月）

 日本語教育推進法の基本方針に基づき、地方公共団体が講ずべき事項
に関する指針を発出(令和２年７月)し、学齢簿の編製にあたり外国人の
子供の就学状況の一体的な管理・把握、個別の就学勧奨等を推進

 外国人の子供・保護者に対し、日本の学校生活について紹介する動画
を制作し、文科省HPにおいて公開

 夜間中学の設置促進（学齢を超過した外国人への対応等）

中学生・高校生の進学・キャリア支援の充実4

 「帰国・外国人児童生徒等に対するきめ細かな支援事業」により、
進路指導・キャリア教育の充実、生活相談・心理サポートに資する取組、
放課後や学校内外での居場所づくりに資する取組等を推進

 上記「指針」において、進路ガイダンス・進路相談等の実施や、公立高等
学校入学者選抜における外国人生徒を対象とした特別定員枠の設定
や受検に際しての配慮等の取組を推進（令和２年７月）

 外国人生徒のキャリア支援等に関する調査研究の実施（令和７年度）

異文化理解、母語・母文化支援、幼児に対する支援5

 異文化理解・多文化共生の考え方に基づく教育の在り方について、
大学や教育委員会、学校等の協力を得て調査研究を実施
（令和２年度～令和４年度）

 日本の幼稚園について7言語で説明している「幼稚園の就園ガイド」
及び「外国人幼児等の受入れにおける配慮について」を作成し周知

10

 外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策（令和８年１月23日外国人の受入れ・秩序ある共生社会実現に関する関係閣僚会議
決定。）

 日本語教育の推進に関する法律（令和元年法律第48号)及び「基本方針」（令和２年６月23日閣議決定。令和7年9月5日改訂）

 中央教育審議会答申（令和３年１月26日） ※項目の一つに「増加する外国人児童生徒等への教育の在り方」が位置づけ



外国人の子供たちが将来にわたって我が国に居住し、共生社会の一員として今後の日本を形成する存在であることを前提に、学校等において
日本語指導を含めたきめ細かな指導を行うなど、適切な教育の機会が提供されるようにする施策の目標

高等学校段階

日本語指導が必要な児童生徒等の教育支援基盤整備事業（H30年度～） 12百万円（18百万円）
・「かすたねっと」による多言語文書や日本語指導教材等の提供 ・アドバイザーによる指導・助言 ・外国人の子供の就学状況等調査（R元年度～） 等
⇒（本事業により達成される成果）日本語指導に係る施策立案に関する助言・指導や情報共有などが図られ、外国人児童生徒等の教育支援体制の基盤が形成される

外国人の子供の就学促進事業
（H27年度～）

95百万円（95百万円）
補助対象:都道府県・市区町村
＜支援メニュー＞ 補助率: 3分の1
・就学状況等の把握、就学ガイダンス
・日本語指導、学習指導 等
⇒（本事業により達成される成果）
不就学を防止し、全ての外国人の
子供の教育機会が確保される

現
状
・
課
題

入国・就学前 義務教育段階
• 約8千4百人が不就学の可能性 • 日本語指導が必要な児童生徒は約6.9万人

• うち、特別な指導を受けられていない児童生徒が約１割存在
• 年間で8.5%が中退
• 大学等進学率は46.6％

進学・
就職へ

●就学状況の把握、就学の促進
●指導内容の深化・充実
●指導体制の確保・充実
●日本語指導担当教師等の指導力の向上

●進学・就職機会の確保

体
制
整
備

指
導
内
容
構
築

帰国・外国人児童生徒教育等に係る研究協議会等（H25年度～） 0.7百万円（0.7百万円）

帰国・外国人児童生徒等に対するきめ細かな支援事業（H25年度～）1,396百万円（1,154百万円）（拡充）

補助対象：都道府県・市区町村※指定都市・中核市以外の市区町村は都道府県を通じた間接補助 補助率：3分の１
  ＜支援メニュー＞
・拠点校方式による指導体制構築 ・日本語指導補助者、母語支援員派遣
・オンライン指導や多言語翻訳システム等のICT活用
・高校生に対する包括的な支援 等
⇒（本事業により達成される成果）
学校生活に必要な日本語指導、教科との統合指導、進路指導など、外国人児童生徒等に対する総合的・多面的な
指導・支援体制が地域の実情に沿って構築される

外国人児童生徒等への教育の充実 令和８年度予算額（案） 1,504百万円
（前年度予算額 1,268百万円）
令和７年度補正予算額 22百万円

外国人児童生徒等に対する指導および支援体制の充実に関する調査研究事業（新規）
22百万円(令和７年度補正予算額)

・外国人児童生徒等への日本語指導の総合的・体系的なカリキュラムを検討し、デジタル技術や教材等の効果的な活用も含む
指導のガイドラインを作成する。
⇒（本事業により達成される成果）
指導のガイドラインや支援体制に関する手引きを示すことにより、全国の学校において、外国人児童生徒等に対する指導や支援が実
施される。

（担当：総合教育政策局国際教育課）

日本語指導
の

体制整備
指導内容の
深化・充実
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外国人児童生徒等教育に関する主な動向
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日本語教育の推進に関する施策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針【概要】
○ 日本語教育を推進するため、令和元年６月28日に「日本語教育の推進に関する法律」（令和元年法律第48号）が公布・施行。
○ 同法第10条の規定により、令和２年６月23日に日本語教育の推進に関する施策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針を策定（閣議
決定）。令和７年９月５日に改定。

１ 日本語教育の機会の拡充
（１）国内における日本語教育の機会の拡充

幼児・児童・生徒等、留学生、被用者等、難民に対する日本語教育、地域日本語
教育（日本語指導が必要な児童生徒に対する「特別の教育課程」の活用、日本語
指導に必要な教員定数の安定的な確保、日本語指導補助者・母語支援員の活用、
就学状況の把握・指針策定等による就学機会の確保、留学生の国内就職のための
日本語教育等、特定技能・育成就労制度における日本語能力向上方策、教材開発
や研修等による専門分野の日本語習得支援、条約難民・補完的保護対象者・第三
国定住難民への日本語教育支援、地域日本語教育の体制づくり支援、自習可能な
日本語学習教材（ICT教材）の開発・提供等）

（２）海外における日本語教育の充実
外国人等に対する日本語教育、海外在留邦人・移住者の子等に対する日本語教育

（日本語教育専門家等の派遣、教材開発・提供、海外の日本語教育機関への支援、
海外在留邦人の子等に対する日本語教育の実態把握と支援、在外教育施設への教
師派遣等）

第２章 日本語教育の推進の内容に関する事項

１ 日本語教育推進の目的
共生社会の実現、諸外国との交流、友好関係の維持・発展に寄与

２ 国及び地方公共団体の責務
○国は日本語教育推進施策を総合的に策定・実施、必要な法制上・財政上等の措置を講ずる。
○地方公共団体は地域の状況に応じた日本語教育推進施策を策定・実施する。

３ 事業主の責務
国・地方公共団体の日本語教育推進施策に協力、外国人等とその家族に対する日本語学習機会の提供等の支援に努める。

４ 関係省庁・関係機関間の連携強化

第１章 日本語教育の推進の基本的な方向

１ 推進体制
２ 基本方針の見直し

おおむね５年ごとに検討を加え、必要があると認めるときは基本方針を変更。

第３章 その他日本語教育の推進に関する重要事項

４ 教育課程の編成に係る指針の策定等
「日本語教育の参照枠」の諸制度における活用・普及等

５ 日本語能力の評価
試験等の対応付け手続きを含めた「日本語教育の参照枠」の普及、
「日本語能力試験」や「国際交流基金日本語基礎テスト」の実施等

６ 日本語教育に関する調査研究及び情報提供

３ 日本語教育の水準の維持向上等
（１）日本語教育を行う機関における日本語教育の水準の維持向上

日本語教育機関認定制度の実施、認定日本語教育機関の活用促
進・質向上等

（２）日本語教育に従事する者の能力及び資質の向上等
登録日本語教員の登録・活用促進、日本語教師の養成・研修の充
実等

２ 国民の理解と関心の増進
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第１章 総則

第４ 児童の発達の支援

２ 特別な配慮を必要とする児童への指導

(2) 海外から帰国した児童などの学校生活への適応や，日本語の習得に困難のある

児童に対する日本語指導

ア 海外から帰国した児童などについては，学校生活への適応を図るとともに，外国に

おける生活経験を生かすなどの適切な指導を行うものとする。

イ 日本語の習得に困難のある児童については，個々の児童の実態に応じた指導内容

や指導方法の工夫を組織的かつ計画的に行うものとする。特に，通級による日本語

指導については，教師間の連携に努め，指導についての計画を個別に作成すること

などにより，効果的な指導に努めるものとする。

学習指導要領における外国人児童生徒等教育に関する記載（抜粋）

小学校学習指導要領（平成29年３月告示）

※中学校、高等学校学習指導要領にも記載あり
14



教育振興基本計画における外国人児童生徒等教育に関する記載

15

（グローバル人材育成）
○ 日本や外国の言語や文化を理解し、日本への愛着や誇りを持ちつつ、グローバルな視野で活躍するための資質・能力の育成が求められており、コロ

ナ禍で激減した日本人学生・生徒の海外留学や、より若年段階からの国際的な交流活動の推進、外国人留学生の受入れ環境、大学等のグローバ
ル化の基盤・ルールの整備、 外国語教育の充実、外国人への教育の充実、国際理解教育の推進などを図っていく必要がある。

○ また、産学官をあげてグローバル人材を育成する取組の推進や、優れた外国人材の受入れを図る視点、外国につながる子供の持つ多様性を「長
所・強み」として生かす視点、海外で学ぶ日本人の子供への教育を保障する在外教育施設の魅力を高める取組も重要である。あわせて、距離や場
所、時間の制約を克服するデジタルの活用により様々な国際交流・教育プログラムの展開の可能性が生まれており、遠隔・オンラインとリアルを組み
合わせた取組の推進が求められる。

❶ グローバル化する社会の持続的な発展に向けて学び続ける人材の育成

（共生社会の実現に向けた教育の考え方）
○ ・・・地域社会の国際化が進む中、我が国で学ぶ外国人の子供や海外で学ぶ日本人の子供の学びも保障されるとともに、多文化共生の考え方も取

り入れていく必要がある。
○誰一人取り残されず、相互に多様性を認め、高め合い、他者のウェルビーイングを思いやることができる教育環境を個々の状況に合わせて整備する

ことで、つらい様子の子供が笑顔になり、その結果として自分の目標を持って学習等に取り組むことができる場面を一つでも多く作り出すことが求め
られる。

○その際、支援を必要とする子供やマイノリティの子供の他の子供との差異を「弱み」として捉え、そこに着目して支えるという視点だけではなく、そうした
子供たちが持っている「長所・強み」に着目し、可能性を引き出して発揮させていく視点（エンパワメント）を取り入れることも大切である。このことによ
り、マイノリティの子供の尊厳を守るとともに、周りの子供や大人が多様性を尊重することを学び、誰もが違いを乗り越え共に生きる共生社会の実現
に向けたマジョリティの変容にもつなげていくことが重要である。

❷ 誰一人取り残されず、全ての人の可能性を引き出す共生社会の実現に向けた教育の推進



教育振興基本計画における外国人児童生徒等教育に関する記載
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障害や不登校、日本語能力、特異な才能、複合的な困難等の多様なニーズを有する子供たちに対応するため、社会的包摂の観点
から個別最適な学びの機会を確保するとともに、全ての子供たちがそれぞれの多様性を認め合い、互いに高め合う協働的な学びの
機会も確保することなどを通して、一人一人の能力・可能性を最大限に伸ばす教育を実現し、ウェルビーイングの向上を図る。その
際、一人一人が持つ長所や強みに着目し、可能性を引き出して発揮させていくという視点や、多様性の尊重によるマジョリティの変
容を重視するとともに、各施策間のつながりを念頭に置いた対応が図られるよう取組を推進する。

基本施策
○海外で学ぶ日本人・日本で学ぶ外国人等への教育の推進

• 外国につながる子供が自らの「長所・強み」を活用し可能性を発揮できるよう、多様性を尊重し、母語・母文化の重要性に配慮
しつつ、国内の学校への円滑な適応を図る。このため、日本語指導を行うための教員配置や日本語指導補助者・母語支援員の
派遣、オンラインによる指導や多言語翻訳システム等 ICT を活用した日本語指導・支援の実施、実践的な教員研修の実施、新
たに制度化される高等学校を含む日本語指導が必要な児童生徒に対する特別の教育課程の編成実施の促進、学校全体での
組織的な国際理解教育の推進などとともに、不就学の可能性がある外国人の子供の就学促進に向けた取組を推進する。その
際、各地方公共団体における NPO 等を含む多様な主体との連携等、地域や社会での共生に向けた取組を促進する。

指標
・公立学校における日本語指導が必要な児童生徒のうち、日本語指導等特別な指導を受けている者の割合の増加
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令 和 7 年９月 1 9 日 教育課
程企画特別部会 資料１論点整理
（ 案 ） 第一章 p . ５より抜粋



外国人児童生徒等の教育の充実に関する有識者会議の開催について

１．指導内容の深化・充実
・ 外国人児童生徒等の資質・能力を育成するための指導の在り方

（母語の力の活用、子供の持つ多様性を「長所・強み」として生かす視点、
障害のある子供への対応を含む）

・ すべての教師や支援員等が子供たちに質の高い学びを提供できるようにする
ための方策

（指導のガイドライン、デジタル技術の活用、教材の効果的な活用を含む）

２．指導体制の確保・充実
・ 指導体制の在り方

（集住地域・散在地域における支援の在り方、校内体制の整備を含む）
・ 日本語指導担当教師の配置やキャリアパス
・ 日本語指導補助者（登録日本語教員を含む）や母語支援員との連携
・ 関係機関（支援団体、大学、企業等）との連携

３．日本語指導担当教師等の指導力の向上
・ 管理職・日本語指導担当教師・在籍学級担任や日本語指導補助者等の資質能

力向上のための方策
（日本語指導担当教師等の養成・採用・研修 の在り方や登録日本語教員の活用に
向けた方策を含む）

４．外国人児童生徒等の就学・進学・就職機会の確保
・ 就学促進のための方策の在り方（プレスクール等の取組の推進）
・ 外国人生徒の進学・就職の促進方策（企業と連携したキャリア教育やキャリア

支援、保護者への対応を含む）

我が国の公立学校に在籍している日本語指導が必要な児童生徒は令和５年５月時点で約 6.9 万人と、約 10 年前に比べて約 1.9 倍と大幅に増加してお
り、支援の充実が求められている。

文部科学省では令和元年５月に「外国人児童生徒等の教育の充実に関する有識者会議」を設置し、令和２年３月に報告をとりまとめ、外国人児童生徒
等の教育に関する制度改正等が進んだところ。また、令和 5 年 6 月に閣議決定された教育振興基本計画において、外国につながる子供の持つ多様性を
「長所・強み」として生かす視点や、誰もが違いを乗り越え共に生きる共生社会の実現に向けたマジョリティの変容にもつなげていくことが重要である
ことが盛り込まれた。

現在、中央教育審議会において「初等中等教育における教育課程の基準等の在り方について」及び「多様な専門性を有する質の高い教職員集団の形成
を加速するための方策について」の諮問がなされている中、外国人児童生徒等教育の観点でも検討を行うことが求められている。そのため、少子高齢化
時代における外国人児童生徒等の全国的な増加を見据え、外国人児童生徒等教育に初めて携わる教師を含め、すべての教師や支援員等が子供たちに質の
高い学びを提供できるよう、総合的な見地から今後の取り組むべき施策等について検討を行う有識者会議を設置する。

オチャンテ 村井 ロサ メルセデス 桃山学院教育大学人間教育学部
人間教育学科准教授

工藤 和志 葛飾区立青葉中学校校長
小島 祥美 東京外国語大学多言語多文化共生

センター長准教授
齋藤 ひろみ 東京学芸大学教育学部教授
佐古 秀一 鳴門教育大学学長
佐藤 郡衛 国際交流基金

日本語国際センター所長
東京学芸大学名誉教授

高階 章一 大阪府立大阪わかば高校学校校長
徳永 智子 筑波大学人間系准教授
野口 晃菜 一般社団法人 UNIVA 理事
バトラー 後藤 裕子 ペンシルバニア大学教育大学院

言語教育学部教授
浜田 麻里 京都教育大学国文学科教授
平田 郁美 群馬県教育委員会教育長
横溝 亮 横浜市教育委員会事務局学校

教育企画部小中学校企画課指導主事
吉田 美穂 弘前大学大学院教育学研究科教授

18

趣旨

委員一覧 検討事項

外国人児童生徒等の教育の充実に関する有識者会議 （令和7年度）：文部科学省

https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/196/index.html
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/196/index.html
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/196/index.html
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/196/index.html
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日時 議題

第１回 令和７年４月４日（金） 外国人児童生徒等の教育に関する現状と課題について

第２回 令和７年４月２５日（金） 指導内容の深化・充実
• ストレングスアプローチ、言語能力アセスメント、日本語指導に関する提言

第３回 令和7年5月26日（月） 指導内容の深化・充実
• 母語の活用、海外事例

第４回 令和7年7月7日（月） 指導内容の深化・充実
• 外国人児童生徒等を包摂する教育実践（群馬県）

第５回 令和7年7月25日（金） これまでの議論の整理

第６回 令和7年8月28日（木） 指導体制の確保・充実
• 集住地域、連携先団体の取組（横浜市）

第７回 令和7年9月24日（水） 指導体制の確保・充実
• 散在地域（青森県）、オンライン指導（茨城県）の実践

第８回 令和７年１１月１０日（月） 日本語指導担当教師等の指導力の向上
• 京都教育大学、千葉大学による養成段階における取組

第９回 令和７年１２月１８日（木） これまでの議論の整理

第１０回 令和８年１月１６日（金） 外国人児童生徒等の就学・進学・就職機会の確保
・大阪府立高等学校のキャリア教育・支援の取組、初期集中支援について

第１１回 令和８年２月２０日（金）
※予定

報告書骨子案について

第１２回 令和８年３月１６日（月） ※予
定

報告書案について

開催状況

外国人児童生徒等の教育の充実に関する有識者会議 開催状況



外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策（令和８年１月２３日）の概要 ＜日本語教育関連＞

Ⅰ 基本的な考え方

• 一部の外国人による、我が国の法やルールを逸脱する行為・制度の不適正利用について、国民が感じている不安や不公平感に対処する必要
• 入国前の日本語教育及び社会規範等の理解促進、法やルールを逸脱する行為に対する公正・厳正な対処、事実・実態を把握した上での制度適正化、正確かつ十分
な情報公開、関係機関間の情報共有・相互連携といった取組により、安全・安心な社会を実現

• その上で、我が国の法やルールの中で、国民と外国人の双方が安全・安心に生活し、共に繁栄する社会の実現を目指す必要

Ⅱ 国民の安全・安心のための取組

第１ 既存のルールの遵守・各種制度の適正化に向けた取組

２ 外国人制度の適正化等について

（3）日本語教育の充実
ア 来日前の日本語教育
〇 育成就労制度の開始に向け、現地における日本語教育カリキュラム・教材開発支援、日本語教師の育成等、海外の日本語教育活動を支援
イ 大人（労働者）に対する日本語教育
〇 育成就労制度における日本語講習モデルカリキュラムの開発・普及促進
〇 監理支援機関や育成就労実施者において認定日本語教育機関や登録日本語教員による日本語講習が円滑に行われるよう運用
ウ 大人（生活者）に対する日本語教育
〇 オンライン日本語学習教材の充実、地方公共団体による地域日本語教育の総合的な体制づくりへの財政支援の拡充
〇 地域日本語教育に関するガイドラインの作成等を検討
エ こどもに対する日本語教育
〇 「プレスクール（仮称）」（初期支援）の方策の検討、ICTや生成AIの活用も含めた指導内容・方法等のガイドラインの提示、日本語指導補助者等への支援の拡充、
地方公共団体への財政支援等の拡充

オ 日本語教師の養成・研修及び社会的地位の向上
〇 我が国に在留する外国人（帯同家族を含む）が日本語や我が国の制度・ルール等を学習するためのプログラムなど、留学生の受入れに限らない場での認定日本語教育機関
や登録日本語教員の活用方策の検討と登録日本語教員の処遇改善の推進

Ⅲ 外国人が日本社会に円滑に適応するための取組

１ 日本語教育の充実（前掲）
４ ライフステージ・ライフサイクルに応じた支援
（１） 「乳幼児期」、「学齢期」を中心とした外国人に対する支援等

○ 外国人児童生徒の指導に必要な知識・技能を効率的に習得できる研修動画を『かすたねっと』等で配信・周知し、教員の資質向上を図る
（２） 「青壮年期」初期を中心とした外国人に対する支援等

○ 日本語指導の「特別の教育課程」を編成・実施している事例の周知・普及

二 第一に、既存のルールの遵守・各種制度の適正化について
・在留外国人（成人・子供）への日本語教育の充実
五 各閣僚におかれては、実施可能な施策は順次実施いただき、有識者会議における御議論も踏まえ、来年一月を目途に当会議で改訂予定の「総合的対応策」において、基本的な考え方や取組の方向性を
  お示しできるよう、スピード感を持って検討を進めていただくよう、よろしくお願い申し上げます。

外国人との秩序ある共生社会の実現について（内閣総理大臣指示）（令和７年１１月４日）



外国人児童生徒等教育を担う人材の育成
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外国人児童生徒受入れの手引より

 外国人児童生徒等教育にかかわる様々な人々（日本語指導担当教師、日本語指導の支援者、外国人児童生徒
等の在籍学級の担任、学校管理職、指導主事等）が、それぞれの立場で具体的にどのような視点を持ち、どのよ
うな取組を行うことが必要かを示しています。

22

https://www.mext.go.jp
/a_menu/shotou/clarin
et/002/1304668.htm

・施策の推進方針の策定
・推進体制の整備
・人材確保と育成について

・教育委員会が直接行う支援・指導
・連絡協議会等を通じて行う支援・指導

・温かい面接を工夫する
・担任を支え、保護者との信頼関係を築く
・日本語指導の環境を整え、習得や適応の状況を
把握する

・児童生徒の成長を担任と見守る
・全教職員で取り組む体制をつくる
・地域連携をコーディネートする

・児童生徒への教育活動
・校内の連携・共通理解
・家庭との連携・共通理解
・外部機関・地域との連携・共通理解

・在籍学級での外国人児童生徒等の受入れ
・外国人児童生徒等の受入れ体制づくりと必要な指導
・共生の教育と学級の国際化
・保護者への対応と進路指導

都道府県教育委員会の役割

市町村教育委員会の役割

在籍学級担任の役割

日本語指導担当教師の役割

学校管理職の役割

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/clarinet/002/1304668.htm
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/clarinet/002/1304668.htm
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/clarinet/002/1304668.htm
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外国人児童生徒等の教育・支援の充実に向けたチーム学校の実現

日本語指導担当教師のみならず、管理職のリーダーシップのもと、在籍学級担任や
校内の教職員、家庭・地域等のあらゆるステークホルダーとの連携による指導・支援が重要



外国人児童生徒等教育を担う教員の養成・研修モデルプログラム

資質・能力の４要素と課題領域 求められる具体的な力

捉える力

子どもの実態の把握
文化間移動と発達の視点から、外国人児童生徒等の状
況を把握することができる。

社会的背景の理解
外国人児童生徒等の背景や将来を、社会的、歴史的文
脈に位置付けることができる。

育む力

日本語・教科の力の育成
外国人児童生徒等の実態等に応じ、言語教育に関する
専門的知識に基づいて、日本語・教科の教育を行うことが
できる。

異文化間能力の涵養
外国人児童生徒等と周囲の子どもとの相互作用を通して、
双方に異文化間能力を育てることができる。

つなぐ力

学校づくり
保護者や地域の関係者と連携・協力して、よりよい支援、
教育のための学校体制をつくることができる。

地域づくり
異なる立場の人々と協働しながら、学習環境としての地域
づくりをすることができる。

変える／変わる

力

多文化共生社会の実現
社会的正義と公正性を意識し、多文化共生を具現化する
ことができる。

教師としての成長
外国人児童生徒等に関する教育・支援活動を振り返り、
自己の成長につなげることができる。

モデルプログラムの詳細については、日本語教育学会のホームページをご覧ください。 https://mo-mo-pro.com/
24

資質・能力の「豆の木」モデル 教員・支援員は、それぞれの教育

経験と異文化体験、人間性などを

土台に、外国人児童生徒等教育の

資質・能力を発達させていく。外国

人児童生徒等教育に携わる経験は、

自身の成長をも促すと考えられる



外国人児童生徒等教育を担う教員の養成・研修モデルプログラム

モデルプログラムの詳細については、日本語教育学会のホームページをご覧ください。 https://mo-mo-pro.com/
25

教師としての力量形成（キャリア形成）の例



「外国人児童生徒等の教育の充実に関する有識者会議」の議論より

○日本社会の内なるグローバル化が進展し、少子化・人口減少が進む中、一人一人が自分のよさや可能性
を認識するとともに、あらゆる他者を価値のある存在として尊重する共生社会の実現が不可欠である。

○学校教育においては、多様性を包摂し、一人一人の意欲を高め、可能性を開花させる教育を実現することが
喫緊の課題。誰一人取り残されず、相互に多様性を認め、高め合い、他者のウェルビーイングを思いやる
ことができる教育環境を整備することが求められている。

○ストレングス・アプローチの考え方の下、全ての子供たちが持っている「長所・強み」に着目し、可能性を引き
出して発揮させていく視点（エンパワメント）を取り入れることが重要。また、周りの子供や大人が多様
性を尊重することを学ぶことにより、従来の価値観の問い直しや学校や社会の在り方について再検討する
といったマジョリティの変容につなげていくことも重要である。

○子供たちの強みを十分に伸ばしていくためには、子供を取り巻く家庭や地域、学校、教育行政等がつな
がり、ネットワークを形成しながら支援を行っていくことが必要である。

〇ことばは、学校や社会生活への適応やコミュニケーションをとること、学習に参加し、自己実現とアイ
デンティティの形成を支える重要な役割を果たすものであり、学校の教育活動全体を通じて、外国人児童生
徒等のことばの力を育むことが求められる。
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総論（案）

【資料1】外国人児童生徒等の教育の充実に関する有識者会議におけるこれまでの議論の整理（案）（PDF:268KB)

多様性を強みとして社会に主体的に寄与する力を育む
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「外国人児童生徒等の教育の充実に関する有識者会議」の議論より

令 和 7 年12月18日外国人児童生徒等の充実に関する有識者会議（第９回）資料２より抜粋
27



「外国人児童生徒等の教育の充実に関する有識者会議」の議論より

令 和 7 年12月18日外国人児童生徒等の充実に関する有識者会議（第９回）資料２より抜粋
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「外国人児童生徒等の教育の充実に関する有識者会議」の議論より

管理職・日本語指導担当教師・在籍学級担任や日本語指導補助者等の資質能力向上のため
の方策（日本語指導担当教師等の養成・採用・研修の在り方や登録日本語教員の活用に向
けた方策を含む）

29

■日本語指導担当教師等の指導力の向上（第８回における検討事項）

【教員養成の在り方】
• 外国人児童生徒教育について、全ての学生、教員が学ぶこ

とを必修化していくことが重要。

• 学生が共通に身に付けるべき共通の内容として、異文化理
解、多様なマイノリティーへの理解、人権感覚等が求められ
る。

• 在籍学級において学習言語などに配慮した授業を行うため
には、大学において、専攻教科に関わらず日本語教育の基
礎的理解を身につけられるような科目設定が求められる。

【教師等の採用について】
• 大学での学びを活かす配置と、日本語指導の専門性を身

に付けることに対する学生へのインセンティブが伴った制度
設計が必要

• 日本語教育の専門性を有する人材を専門職として活かす
仕組みの構築が求められる。

【教師等の研修】
• 在籍学級も含め学校教育活動全体での対応が重要である

なか、全ての教員が「包摂」の理念を共有し、その理念の下
で指導や支援の在り方を理解し実践できる、外国人児童生
徒等教育の一定の専門性や力量を備える必要がある。

• 外部人材による伴走支援や、広域で教員同士が取組を共
有できるような仕組み、既存の連絡協議会などを研修の場
にしていくといった工夫が必要

【登録日本語教員の活用に向けた方策】
• 登録日本語教員の活用にあたっては、児童生徒等に対する

日本語教師初任者研修プログラムやモデルプログラムの受
講を求めることなどが考えられる。

• 特別非常勤講師の活用については、登録日本語教員だけ
をその対象にするのではなく、現場で既に支援にあたってい
る方も含めて活用を検討していくことが求められる。

【資料1】外国人児童生徒等の教育の充実に関する有識者会議におけるこれまでの議論の整理（案）（PDF:268KB)

令和７年11月10日実施
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研修の取組事例
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令 和 7 年８月28日外国人児童
生徒等の充実に関する有識者会
議（第6回）資料1より抜粋



研修の取組事例
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令 和 7 年８月28日外国人児童
生徒等の充実に関する有識者会
議（第6回）資料1より抜粋



諮問で示された主な検討事項

①

【主な論点と議論の方向性】
 現在の教員免許制度が担保している教師養

成の質を落とすことなく、教師の質向上と量
的確保の両立を目指す必要。

 教師の育成は、大学全体の学びの中でなさ
れるべきであり、教職課程において共通で
学ぶ内容は厳選し、学生が自らの強みや専
門性を高めることのできる柔軟なカリキュ
ラムとすべき。

 教職課程において修得すべき内容※やデジ
タルも活用した学び、学修の成果確認等の
教員免許状取得に至る総合的な学びの在り
方を検討することが必要。（※服務倫理、心理・福祉、

いじめ対応等）

 学習指導要領の改訂の議論との連携を深め
ながら、教職課程における学びを検討して
いくことが不可欠。

 教員養成における大学院での学びにおいて、
臨床的、実践的な教育研究をどのように位
置づけていくべきか、検討が必要。

【主な論点と議論の方向性】
 教員採用は他の公務員だけでなく、他職

種と同じ市場で人材獲得競争をしている
という現実を前提に考えていく必要。採用
広報を教育委員会だけに委ねることには
限界があり、国と地方が一体となった広報
戦略が必要。

 教員採用選考の第一次試験の共同実施に
は様々なメリットがあると考えられ、引き
続き具体策を検討すべき。

 現職教師等が学びたいときに学びたいこ
とが学べるよう、経済的負担の軽減等の
環境整備、研究・研修休暇等による学びの
促進を検討すべき。

 研修等に参加しやすくなるよう、教師の一
時的な不在をカバーできるような人材の
採用についても検討すべき。

 教師になった者への学部段階の奨学金返
還免除については、大学院段階の検証や
自治体独自の取組も含めた効果の分析が
必要。

【主な論点と議論の方向性】
大学院段階における教職課程の在り方

について、多様な学部出身者や社会人
経験者が新しいプログラムを履修する
ことによって標準的なレベルの免許状
を取得できるような仕組みを考えてい
く必要。

教員資格認定試験について、様々な専
門性を持つ方が教師としての資質を身
につけていけるような試験の在り方に
ついても今後検討していくべき。

社会人の教師入職を進めていく際は、
服務倫理や教職への理解等を、入職前
後の学習プログラムで担保する必要。

企業に所属する社会人の活用について
は、学校のニーズや実情を踏まえつつ、
派遣者の質を担保した上で、例えばシ
ニア人材から始めて実例を増やし、そ
れを若手～中堅世代まで拡大すること
が考えられる。

少子化による生産年齢人口の減少、AI技術等の先端技術が高度に発達する時代
● 子供一人一人の能力の最大化、子供たちの主体的な学びの支援・伴走への教師の役割の転換 教師に質の高い人材を十分に育成・確保することが必要。
● 現在のいわゆる「教師不足」の背景にある教師の年齢構成に起因する大量退職とそれに伴う大量採用の時期が過ぎれば、自ずと解決する課題ではない。
● 令和６年の中教審答申( 「働きやすさ」と「働きがい」の両立に向けた環境整備）、学習指導要領改訂に向けた議論等も踏まえ、「学び続ける教師」を育成、確保する必要。

教師人材の質の向上と入職経路の拡幅を強力に推進し、多様な専門性を有する質の高い教職員集団の形成を加速することが必要。

社会の変化や学習指導要領の改訂等も
見据えた教職課程の在り方①

教師の質を維持・向上させるための
 採用・研修の在り方②

多様な専門性や背景を有する社会人等が
教職へ参入しやすくなるような制度の在り方③

今後、教職課程・免許・大学院課程WG、大学院新課程WG、幼児教育作業部会、特別支援教育作業部会、養護教諭・栄養教諭
作業部会を設置し、詳細を更に議論。その後、再度教員養成部会で議論し、令和８年夏～秋頃に答申をまとめていく予定。

参考

多様な専門性を有する質の高い教職員集団の形成を加速するための方策に関する論点整理
（令和７年10月15日 中央教育審議会初等中等教育分科会教員養成部会） 【概要】
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• 教職課程において修得すべき内容やデジタルも活用した学び、学修の成果
確認等の教員免許状取得に至る総合的な学びの在り方の検討が必要

• 学習指導要領改訂の議論との連携を深めながら、教職課程における学び
を検討

• 学生が自らの強みや専門性を高めることのできる柔軟なカリキュラムとすべき
• 現在の教員免許制度が担保している教員養成の質を落とすことなく、教師
の質向上と量的確保の両立を目指す

【見直しの考え方：今一度原点に立ち返り、学位課程も含めた「大学による教員養成」を示す。】

• 教職課程は理論と実践を結合していくなどカリキュラム全体の再構造化が必要
• 個別の要素だけでどの科目を何単位ということではなく、要素間の関係性を考えながら大括り化し資質能力を展望する発想
が重要

• 学びを活かす観点で、学び続ける力、他の教師と協働する力、理論と実践の往還を通じた省察のトレーニングなどが重要
• 専門職として息長くキャリアアップするためには、教師自身の強み・弱み、自らのメンタルや健康状態に向き合う内容も重要
• 次期学習指導要領に対応するために、教職課程においても学生の深い学びが実装されることが必要
• 教職課程を学ぶ学生それぞれが目指す教師像を実現するため、自律的にカリキュラムをデザインするという発想が大事

• 「大学による教員養成」・・・戦後以降、幅広い視野と高度の専門的知識・技能を兼ね備えた多様な人材を広く教育界に求めることを目的に、教員養成は大学で行うこととした
• 「開放制の教員養成」・・・国・公・私立のいずれの大学でも、制度上等しく教員養成に携わることを可能とする

教職課程の見直しイメージ～「学び続ける教師としての基礎能力」の考え方①

教員養成部会「論点整理」より ワーキンググループでの主な意見

教員養成・免許制度の原則

「大学による教員養成」と「開放制の教員養成」の原則

デジタル・CBTも活用した事前事後学習の充実等による単位の実質化
自治体や教育委員会等との連携

全ての教職課程で
学ぶべき内容※ 

各大学等での
独自の学び

共通性

多様性

1

2

双方の見直しを通じ
た
教員養成の質の向上

教育及び幼児、児童又は生徒の理解

※教員養成の基盤となる教育学の深化も含む。

1. 免許状取得に必要な事項・科目区分を右記のように
再構成

教科(領域)等の指導法
教育及び幼児、児童又は生徒の理解

2. 新たな教育課題に対応する事項を
追加

次期学習指導要領の基盤
となる考え方
教員養成フラッグシップ指定
大学による先導的な取組

3. 大学と学生の自律的なカリキュラム
デザインによる様々な強み専門性を
持った柔軟な教職課程の実現

強み専門性の例
教科の専門性
指導法や児童生徒理解
他の免許や資格 等

参考

令 和 ８年１月 1 9 日 中央教育審議会教員養成部会教職課程・免許・大学院課程ワーキンググループ
「今後の教職課程や教員免許制度の在り方について（中間まとめ）」
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学校種共通の考え方

① 教養科目（免許法施行規則第６６条の６に定める科目）と介護等体験も含め、既存の事項を再整理し、学びの体系化と最適化を図る。

② 教育実習、教職実践演習を除く科目区分を「教科（領域）等の指導法」「教育及び幼児、児童又は生徒の理解」の２種類に再編し、科
目区分内の複数事項が接続・連携した科目の開設を促進する。

③ 教員養成フラッグシップ大学の取組や、教員養成部会及び本ワーキンググループの議論を踏まえ、今日的な教育課題解決に繋がる内容
「教師としての適応力・回復力・自己管理能力の育成」「教育における多様性の包摂」「教育データの活用及び人工知能」等を加える。

④ 教育実習の総単位数を維持しつつ、早期から学校現場で学ぶための「学校体験活動」と「特別支援学校（学級）」の実習を促進する。

⑤ 教育実習に係る事前及び事後の指導１単位は、授与を受けようとする普通免許状に係る学校以外の学校、専修学校、社会教育に関する
施設、社会福祉施設、児童自立支援施設及びボランティア団体における教育実習に準ずる経験に加え、現行法における介護等体験を含
むことができることとする。

⑥ デジタル・CBTも活用した事前事後学習の充実等による単位の実質化を徹底。

⑦ 既存分も含め、事項名称や単位数の詳細は学校種ごと（幼稚園、小学校、中学校・高等学校、養護教諭・栄養教諭、特別支援学校）の
作業部会で更に検討を進めるが、現行の一種免許状と二種免許状は、基礎的な免許状として統合を図ることとする。

学校種毎の主な考え方

① 幼稚園 短期大学における保育士資格との併有も念頭に置き、保育士養成課程との更なる連携を図る。

② 小学校 学位課程・教職課程それぞれにおいて学ぶ内容を整理する。

③ 中学校・高等学校 学位課程で学ぶ専門性を活かした教員養成を目指す。

④ 養護教諭・栄養教諭 中学校をベースに、養護（栄養に係る教育）及び教職に関する科目に含めることが必要
な事項及び単位数を見直す。

⑤ 特別支援学校 基礎となる免許状の見直しをふまえ、特別支援教育に関する科目に含めることが必要な事項及
び単位数を見直す。

【カリキュラムのデザイン原理】
〇カリキュラムの単なる「量」でなく「質」を重視する 〇子どもの学びの過程を中核に「理論」と「実践」を統合する

〇「主体的・対話的で深い学び」を指導できるように、学生が自ら密度の濃い深い学修に取り組む

前ページ【見直しの考え方】と【カリキュラムのデザイン原理】をふまえ、「教育及び児童生徒理解」と「教科の指導」の二本を柱とした再構造
化を図る。「学び続ける教師としての基礎能力」となる免許状の要件の考え方は以下のとおり。

教職課程の見直しイメージ～「学び続ける教師としての基礎能力」の考え方②

令和８年１月 1 9 日 中央教育審議会教員養成部会教職課程・免許・大学院課程ワーキンググループ
「今後の教職課程や教員免許制度の在り方について（中間まとめ）」

参考
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強み専門性のイメージ① 概要

（四年制大学の場合）

教員養成を主たる目的とする学部学科等 一般の学部学科等（※開放制）

学位課程で学ぶ内容＝
教員養成に関する内容

（124単位）

学位課程
【教員養成関係】

学位課程
【文学、法学、理学、教育
学などの各専門分野】

免許法施行規
則で定める事
項※

学位課程で学ぶ内容＝
教員養成のうち教科専
門と強み専門性に関す
る内容

強み
専門性

（124単位）

教職課程

免許法施行規
則で定める事
項

強み
専門性

教職課程

強み専門性（例）
① 学校教育や教科指導等の裏付けとなる各教科の専門的な事項に関する学習を学位課程全体を通じて修得（教育学、文学、法学、理学、ＡＩ・データサイエンス 等）
② 指導法や児童生徒理解等を更に伸ばす科目を修得（生徒指導、教育相談、学校・学級経営、STEAM教育、他校種理解 等）
③ 特別支援学校や他校種・他教科等、他の教員免許状科目（の一部）を修得
④ 教員養成と親和性の高い、他の資格科目の一部を修得（保育士、公認心理師、社会福祉士、精神保健福祉士、理学療法士、作業療法士、社会教育主事・社会教

育士、司書、登録日本語教員 等）

※開放制の学部学科等においても、
大学の運用により学位課程の中に免
許法施行規則で定める事項が含まれ
る場合があるなど、両者の間にはグ
ラデーションがあることに留意。

令 和 ８年１月 1 9 日 中央教育審議会教員養成部会教職課程・免許・大学院課程ワーキンググループ
「今後の教職課程や教員免許制度の在り方について（中間まとめ）」

参考
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強み専門性のイメージ② 学びの要素の例

【心理関係】
• 社会・集団・家族心理学
• 発達心理学
• 障害者・障害児心理学
• 心理的アセスメント
• 心理学的支援法
• 健康・医療心理学
• 福祉心理学
• 教育・学校心理学
• 関係行政論

【特別支援教育】
• 特別支援教育
• 特別支援教育課程
• 発達障害教育
• 言語障害教育
• 重複障害教育
• 視覚障害教育
• 聴覚障害教育
• 知的障害教育
• 肢体不自由教育
• 病弱教育

※学部学科における専門科目を通じて修得（20単位程度～）

【指導法や児童生徒理解等】
• 主体的・対話的で深い学びを実現する単元・題材デザイン
• 児童生徒が主体的に学ぶための学習環境設定
• 多様な子供達にとって学びやすい基礎的環境整備・合理的配慮
• 保護者理解と建設的対話
• 認知科学・学習科学の知見を活かした授業づくり
• 学習評価デザイン
• 特異な才能のある児童生徒の才能の伸長と困難の軽減

【幼保小の接続 （特に保育関係）】
• 保育内容の指導方法
• 乳児保育
• 子どもの食と栄養
• 子どもの健康と安全
• 子ども家庭支援

【日本語指導】
• 外国人児童生徒等教育
• 受入・校内体制づくり
• 文化適応・アイデンティティ
• 言語と認知の発達
• 日本語の特徴
• 子どもの日本語教育の理論と方法
• 日本語指導の計画と実施
• 社会参加とキャリア教育
• 保護者・地域とのネットワーク構築
• 実践研修

等

【AI・データサイエンス関係】
• 情報基礎
• 統計学
• 教育データサイエンス
• 教育データエンジニアリング
• 人工知能基礎

※ 他にも教員養成の基盤となる教育学や各教
科の専門事項など、様々な学びの要素が考
えられるため、設計の詳細は、各作業部会と
連携し引き続きWGで検討を行う。

参考

令 和 ８年１月 1 9 日 中央教育審議会教員養成部会教職課程・免許・大学院課程ワーキンググループ
「今後の教職課程や教員免許制度の在り方について（中間まとめ）」
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文部科学省では、教員を中心とする教育関係者が外国人児童生徒等に対して、効果的に日本語指導・教科指導等を行える環境づくりを
支援するため、情報検索サイト「かすたねっと」を公開しています。
このサイトでは、外国人児童生徒等の受入れ実績が豊富な教育委員会等作成の、「多言語の学校文書」や「外国人児童生徒等教育のた
めの教材」を、地域の実践事例として検索することができます。また、多言語の学校関係用語を検索したり、学校の予定表を多言語で
作成したりすることもできます。

目 的

教材検索 文書検索

サイト運営に関すること

問い合わせ先

外国人児童生徒等の教育のための情報検索サイト

管理運営について

文部科学省総合教育政策局国際教育課日本語指導係 TEL 03-5253-4111（内線 2035）

https://casta-net.mext.go.jp/

検索サイトについて

トップページのアドレス

トップページの
このアイコンから
検索してください

「かすたねっと」は2024年度「日本語指導が必要な児童生徒等の教育
支援基盤整備事業」により、システム運用および公開情報の管理を㈱
BTreeに委託しています。
公開情報の管理のため、㈱BTreeの担当者が情報を公開されている教育
委員会等に対してご連絡させていただく場合があります。

用語検索 予定表作
成

「かすたねっと」に登録されている著作物の内容、著作権などに関することは、それぞ
れの公開主体（教育委員会等）にお問い合わせください。

「かすたねっと」に関するご意見・お問い合わせ窓口

（https://casta-net.mext.go.jp/contact）に掲載のフォームよりお寄せください。

公開情報、サイトの動作、資料・
教材の掲載に関すること

リンク先の内容に関すること
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外国人のための就学ガイドブック

 ８言語（英語、韓国・朝鮮語、ヴェトナム語、フィリピノ語、中国語、ポルトガル語、スペイン語、ウクライナ語）の各言
語別の就学案内。

 就学ガイドブック、就学ガイドブックの概要があります。
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外国人児童生徒受入れの手引

 外国人児童生徒等教育にかかわる様々な人々（日本語指導担当教師、日本語指導の支援者、外国人児童生
徒等の在籍学級の担任、学校管理職、指導主事等）が、それぞれの立場で具体的にどのような視点を持ち、ど
のような取組を行うことが必要かを示しています。

40

https://www.mext.go.j
p/a_menu/shotou/clari
net/002/1304668.htm

・施策の推進方針の策定
・推進体制の整備
・人材確保と育成について

・教育委員会が直接行う支援・指導
・連絡協議会等を通じて行う支援・指導

・温かい面接を工夫する
・担任を支え、保護者との信頼関係を築く
・日本語指導の環境を整え、習得や適応の状況を
把握する

・児童生徒の成長を担任と見守る
・全教職員で取り組む体制をつくる
・地域連携をコーディネートする

・児童生徒への教育活動
・校内の連携・共通理解
・家庭との連携・共通理解
・外部機関・地域との連携・共通理解

・在籍学級での外国人児童生徒等の受入れ
・外国人児童生徒等の受入れ体制づくりと必要な指導
・共生の教育と学級の国際化
・保護者への対応と進路指導

都道府県教育委員会の役割

市町村教育委員会の役割

在籍学級担任の役割

日本語指導担当教師の役割

学校管理職の役割

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/clarinet/002/1304668.htm
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/clarinet/002/1304668.htm
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高等学校における外国人生徒等の受入れの手続き、日
本語指導の仕組み、支援体制作りに関する考え方や事
例、そして関連する情報で構成しています。

日本語指導、教科指導・教科学習支援、キャリア教育、多文
化共生教育に関し、具体的な内容構成や実施方法を提案し
ます。本事業で実施した調査を通して収集した具体例や実
践・取り組み事例、また、関係者の声なども採録しています。

高等学校における日本語指導体制整備に関する資料 ①

https://www2.u-
gakugei.ac.jp/~knihongo/feature/upload
/koko_nihongo_tebiki.pdf

https://www2.u-
gakugei.ac.jp/~knihongo/feature/uplo
ad/koko_nihongo_guideline.pdf
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令和５年度 文部科学省委託「高等学校における日本語指導体制に関する調査研究」の成果物として、東京学芸大学で作成したリーフ
レットです。高等学校における「特別の教育課程」の編成に関する制度の説明と、制度に関してよく質問を受ける内容をＱ＆Ａとして掲載し
ています。本制度を活かした教育課程の編成、条件や状況に応じた制度の活用、日本語指導の内容・方法の工夫を、事例として紹介して
います。

高等学校における日本語指導体制整備に関する資料 ②

https://www.mext.go.jp/content/20240827-mxt_kyokoku-100002006_2.pdf
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外国人児童生徒等教育を担う教員の養成・研修モデルプログラムの内容

概要
○ 外国人児童生徒等の教育を担う教員や支援者の資質・能力の向上を図るため、指導経験、地域や学校の状況・課題等
に応じて体系的な養成・研修を行うことを可能とするモデルプログラムを開発し、教育委員会や大学等に周知し、活用を依頼。
（文部科学省委託事業により、公益社団法人日本語教育学会が作成。2019年度に完成）

モデルプログラムの活用の方法

資質・能力の４要素と課題領域 求められる具体的な力

捉える力
子どもの実態の把握

文化間移動と発達の視点から、外国人児童生徒等の状況を把
握することができる。

社会的背景の理解
外国人児童生徒等の背景や将来を、社会的、歴史的文脈に位
置付けることができる。

育む力
日本語・教科の力の育成

外国人児童生徒等の実態等に応じ、言語教育に関する専門的
知識に基づいて、日本語・教科の教育を行うことができる。

異文化間能力の涵養
外国人児童生徒等と周囲の子どもとの相互作用を通して、双方
に異文化間能力を育てることができる。

つなぐ力
学校づくり

保護者や地域の関係者と連携・協力して、よりよい支援、教育の
ための学校体制をつくることができる。

地域づくり
異なる立場の人々と協働しながら、学習環境としての地域づくりを
することができる。

変える／変わる力
多文化共生社会の実現

社会的正義と公正性を意識し、多文化共生を具現化することが
できる。

教師としての成長
外国人児童生徒等に関する教育・支援活動を振り返り、自己の
成長につなげることができる。

①養成・研修の課題・
目的の明確化

●教員養成／日本語教
師養成

●現職教員研修

●支援員教育

●外国人児童生徒等の教
育を担う教員・支援員に
求められる資質・能力を
参照し、どのような資質・
能力を養成するかを決
定する。

②目標とする資質・
能力の決定

●資質・能力に対応する
「養成・研修の内容構成
（A～N)」から研修・授
業で取り扱うものを選定
する。

③授業・研修内容
の選定

●授業・研修の目標が達
成されたか。そのような
資質・能力が高まったか

●授業・研修の内容・方
法をどう調整すべきか評
価し、次の研修に活か
す。

⑥評価

●目標を具体的に設定し、
内容に対応するプログラ
ム（講義型・活動型・
フィールド型・実習）から
適したものを選ぶ。

●授業・研修条件に合わ
せて、モデルプログラムを
部分的に切り出し、組み
合わせてカリキュラム（実
施計画）を作成する。

④カリキュラム(実施
計画)の決定

⑤
研
修
等
実
施

現場の状況、授業を行う科目
やコースの目的を設定する。

授業を行う科目やコースの目的
を設定する。

支援員の現場における役割

を確認し、課題を明確化する。

養成・研修の内容構成

Ａ 外国人児童生徒等
教育の課題

Ｈ 子どもの日本語教育
の理論と方法

Ｂ 外国人児童生徒等
教育の背景・現状・施
策

Ｉ 日本語指導の計画と
実施

Ｃ 学校の受入れ体制 Ｊ 在籍学級での学習支
援

Ｄ 文化適応 Ｋ 社会参加とキャリア教
育

Ｅ 母語・母文化・アイデ
ンティティ

Ｌ 保護者・地域とのネッ
トワーク

Ｆ 言語と認知の発達 Ｍ 現場における実践
（実地教育・研修）

Ｇ 日本語の特徴 Ｎ 成長する教師
（教員・支援員）

モデルプログラムの詳細については、日本語教育学会のホームページをご覧ください。 https://mo-mo-pro.com/ 43



外国人児童生徒等の教育に関する
教職員・支援者向け研修動画

各動画
20分程度

動画は「 」文科省公式チャンネルに掲載しています。
QRコードまたは以下URLから動画・講義資料掲載サイトにアクセスできます。
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/clarinet/003_00004.htm

５つの研修内容研修動画の対象

・学校の教職員 ・教育委員会職員

・日本語指導補助者 ・母語支援員

その他、外国人児童生徒等の教育や

支援等に携わる方の研修に活用いた

だけます。

▪ 校内研修において動画視聴

→動画の内容についてグループ演習

→全体で発表・共有

▪ 教育委員会が実施する研修の事前学

習教材として活用

▪ 自己研修として個人で動画を視聴

外国人児童生徒等の受入れやその支援のための体制づくりをはじめ、日本語指導の具体的な指導方法など、幅広い内容を取り扱って

います。

研修動画の活用例

学校内外での研修、

個人での研修など

① 外国人児童生徒等の受け入れ

② 外国人児童生徒等教育の考え方

③ 日本語指導の方法１

④ 日本語指導の方法２

⑤外国人児童生徒等のキャリア教育

全国の学校教育関係職員を始め、外国人児童生徒等の教育に携わる支援者等を対象に、
学校での円滑な受け入れや指導・支援について、必要な知識を学んでいただくための研修動画です。
各動画とも ２０ 分～３０ 分で学べる内容になっています。

44



各動画

10分程度

これから日本の学校に通う

外国人児童やその保護者など

内容

「はじめまして！今日からともだち」は、外国から来た主人公が、はじめて小学校に登校した日のお話し
です
「おしえて！日本の小学校」では、小学校における学校生活の様子や習慣などについて紹介しています。
就学案内で
・自治体窓口で外国人保護者に動画を案内し、家庭で子供と一緒に見てもらう
・外国人向け就学説明会で動画を上映し、学校の様子を知ってもらう
プレスクールで
・動画を上映し、外国人の子供やその保護者に、学校の様子を知ってもらう
・毎日の持ち物や掃除・給食当番など、学校のきまりについて学ぶ

日本語

英 語

中国語

ベトナム語

スペイン語

ポルトガル語

フィリピノ
語

外国人児童・保護者向け動画
「はじめまして！今日からともだち」

「おしえて！日本の小学校」
15言語に

対応

日本の小学校の学校生活の様子について、アニメーションで紹介します。

対象

活用場面

False 

動画は「 」文科省公式チャンネルに掲載しています。
QRコードまたは以下URLから動画・関係資料掲載サイトにアクセスできます。
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/clarinet/003_00004.htm

韓国・朝鮮語
インドネシア語
タイ語
ミャンマー語
カンボジア語
ネパール語
モンゴル語
ウクライナ語
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各動画の内容紹介

① 外国人児童生徒等の受け入れ

外国人児童生徒等教育に関する制度や受入れ状況に係る基本情報を知り、学校において、生活面や学習面（日本語・教科）の指導・支援を組織

的に行うための体制作りについて理解します。

② 外国人児童生徒等教育の考え方

③ 日本語指導の方法 １

④ 日本語指導の方法 ２

外国人児童生徒等の教育に必要な基本的な考え方を理解し、文化間移動と発達の観点から外国人児童生徒等の状況を把握して、ことばの教育
のあり方を考えます。

子供一人一人の多様な実態に応じて日本語のコース設計をすることの重要性を理解し、日本語の初期段階の指導として、サバイバル日本語、日

本語基礎のプログラムの内容と指導方法を学びます。

日本語の中・後期段階の指導として、技能別日本語、教科等と日本語の統合学習（JSLカリキュラム）のプログラムの内容と指導方法を学びます。

⑤ 外国人児童生徒等のキャリア教育

ライフコースの視点から、外国人児童生徒等の社会的経済的な自立に向けて基盤となる力や考え方を育てるためのキャリア教育の重要性を知

り、かれらの社会参加を支えるために教育コミュニティを形成することが必要であることを理解します。

各動画

20分程度

京都市教育委員会

豊橋市教育委員会

甲府市立大国小学校

東 京 学 芸 大 学

京 都 教 育 大 学

横浜市教育委員会

大菅佐妃子 副主任指導主事

築 樋 博 子 外国人児童生徒教育相談員

今 澤 悌

齋藤ひろみ 教授

浜 田 麻 里 教授

土 屋 隆 史 主任指導主事 教諭

研修講師
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活用方法

【はじめまして！今日からともだち】

【おしえて！日本の小学校】

内容

内容

主人公は小学校３年生。外国から来日し、日本の小学校に通学することになりました。

「日本語がわかるかな？」「友達はできるかな？」主人公が、はじめて小学校に通う日々のお話しです。

日本の学校生活に関する紹介動画です。学校の行事をはじめ、学校生活の習慣やきまり、毎日の持ち物など、学

校でどのように過ごすのか、わかりやすく紹介しています。

◎学校行事や持ち物などは学校・地域によって異なります。詳しくは、入学する学校で説明を受けてください。
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文化的言語的に多様な背景を持つ外国人児童生徒等のためのことばの発達と習得のものさし

（略して「ことばの力のものさし」）

48https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/clarinet/003/1345413.htm
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目的：多文化多言語の子供が、自分自身が持っているすべてのことばを使って「何ができるか」ということ、また、「一人でできるこ
と」だけではなく、「支援を得てできること」を、対話を通して多角的かつ包括的に把握することを目的としたアセスメント
ツール。

対象：原則として言語形成期にある小中学生を対象。高校生にも応用できる。
構成：〈はじめの一歩〉、〈聞く・話す〉、〈読む〉から構成。 〈はじめの一歩〉 は、挨拶や身の回りの質問に答える「導入会話」と、絵

カードを使って子供の日常に関わる語彙を答える「語彙力チェック」から成る。
子供の状況に合わせてタスクを選んで実施し、１授業時間以内に終了。

Dialogic Language Assessment for Culturally Linguistically Diverse Students

・DLA実施場面を録音・録画したデータ
を聴き（見）ながら、評価メモを使って、
子供が「できること」、「支援を得てでき
ること」を振り返る。

・その内容を「ことばの力のものさし」の
記述文と照らし合わせ、日常の観察を含
めて、子供の「ステージ×ステップ」にお
ける現在の力を評価。

⇒得られた情報をその後の学習の指
導・支援に役立てる。

概要

文化的言語的に多様な背景を持つ外国人児童生徒等のための対話型アセスメントDLA

※多言語DLAとして、ポルトガル語、中国語、フィリピン語、ベトナム語、スペイン語、
英語、ネパール語、ロシア語のDLA〈はじめの一歩〉と〈聞く・話す〉も収録

※「外国人児童生徒のためのJSL対話型アセスメントDLA」を改訂

※〈書く〉については、制限時間内に一編の作文を書かせるよりも、普段の授業などで
支援を受けながら作文を書く過程や、そうして書いた作文を一定期間（例えば１学期間）蓄積して評価する。 49

評価
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多文化多言語の子供の「ことばの力」をはかるオンライン・アセスメント マニュアル

オンライン・アセスメント マニュアルは、多文化多言語の子供の「ことばの力」をはかるアセスメント（日本語・ 母語）を、オンラ
インで実施する方法についてわかりやすく示したもの。

＜オンライン・アセスメントの必要性等＞
散在地域は、アセスメントを実施した経験のある人材が少なく、実施に向けた条件が整っていないと推測

⇒専門家等によるアセスメントが適切行われる環境を整備
子供の思考・判断・表現を支える包括的なことばの力をより正確に把握するためには母語アセスメントが有効だが、
それができる人材は全国でも多くはない

⇒集住地域・散在地域問わず、全国のどこでも母語アセスメントが実施できる

・学校はチェックシートにその子供の言語環境や学校
での様子を記入し、アセスメント実施者がアセスメ
ントの必要性を判断。

・実施する場合、子供を日常的に指導する教師や支
援員への短時間の事前ヒアリングをした上で、
１授業時間内（日本語、母語はそれぞれ１授業時
間）でオンライン・アセスメントを行う。

・実施後は、アセスメント・レポートを学校に送付し、ア
セスメント実施者と学校がオンラインでフォローアッ
プ会議を開く。

※コーディネーター的な役割を果たす人材や
機関が重要

⇒アセスメントの結果を日常の指導に活かし、
保護者との関係構築の基盤とする
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概要

実施方法

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/clarinet/003/1345413.htm

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/clarinet/003/1345413.htm
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NITSのオンライン講座「校内研修シリーズ」
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https://www.nits.go.jp/materials/intramural/176.html
52

https://www.nits.go.jp/materials/intramural/176.html


全国教員研修プラットフォーム（Plant：プラント）

文部科学省が構築した、「新たな教師の学び」の効率的・効果的な実施に資するためのプラットフォー
ムです。教育委員会や大学、公益法人等の研修主催者が登録した研修動画等を、システムを通じて受
講することができます。

外国人児童生徒等の教育に関する研修動画も登録されているので、ぜひご活用ください。（「日本語
指導」「外国人児童生徒」「DLA」等で検索）

Plantの教員アカウントが教育委員会から付与されている教職員は、そちらを使用して受講できます。
それ以外の教職員や支援者等はゲストユーザーとして各自でアカウントを登録することで、受講できます
。

詳細は、（独）教職員支援機構HPを御確認ください。https://www.nits.go.jp/service/plant/
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日本語に通じない児童生徒への音声教材の提供
従来まで音声教材の提供対象だった障害により検定教科書の使用に困難がある児童生徒に加え、日本語に通

じない児童生徒についても音声教材の提供が可能となりました。（「障害のある児童及び生徒のための教科用特
定図書等の普及の促進等に関する法律」の改正 令和６年７月施行）
音声教材は、文部科学省の委託事業により、令和７年度は６つの団体が製作し、無償で児童生徒への提供をし

ています。
音声教材の申請は各団体に行っていただきます。申請方法や各団体の連絡先は文科省HPに記載しています。

https://www.mext.go.jp/a_menu/
shotou/kyoukasho/1374019.htm

・音声教材の概要
・各団体のURLリンク
・音声教材普及推進会議の配布資料等
・音声教材に関するQ&Aなどを掲載

（出典：令和元年度 外国人児童生徒等における教科用図書の使用上の
困難の軽減に関する検討会議 第１回（令和元年８月14日）
資料６（豊橋市教育委員会築樋委員提出資料））

外国人児童生徒等への日本語指導における支援方法
【４】教科書の「読み」に困難がある場合、どのような支援を

していますか。（複数回答可）
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これまでに作成した参考資料など

●外国人児童生徒受入れの手引
（外国人児童生徒等教育の体系的かつ総合的な受入れのガイドライン）

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/clarinet/002/1304668.htm

●就学ガイドブック
（日本の教育制度や就学の手続等をまとめた就学ガイドブック）
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/clarinet/003/1320860.htm

●外国人児童生徒等のことばの力のアセスメント（旧DLAのページ）
（ことばの力の把握と、その後の指導方針を検討する際の参考となるもの）

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/clarinet/003/1345413.htm

●外国人児童生徒教育研修マニュアル
（教育委員会が研修会を計画する際の参考となるもの）

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/clarinet/003/1345412.htm

●学校教育におけるＪＳＬカリキュラム
（日本語指導と教科指導を統合して指導するためのカリキュラム）

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/clarinet/003/001/008.htm（小学校）

 https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/clarinet/003/001/011.htm(中学校）

※明石書店から販売もされています。
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● DLAワンポイントレッスン動画
（Plant全国教員研修プラットフォームへログインの上、研修コード「kokusai1」を入力。
その後、受講方法の流れに従って視聴）
https://www.nits.go.jp/service/plant/



これまでに作成した参考資料など

●高等学校における日本語指導と学習支援―「特別の教育課程」
の制度を活用して―リーフレット
（高等学校における日本語指導のための「特別の教育課程」に関するリーフレット）

https://www.mext.go.jp/content/20240827-mxt_kyokoku-100002006_2.pdf

●外国人児童生徒等教育を担う教員の養成・研修モデルプログラム
（外国人の子供の先生や支援者の養成・研修に利用できるプログラム）

https://mo-mo-pro.com/

●高等学校における外国人生徒等の受入れの手引
（外国人生徒等の受入れ、日本語指導及び支援体制作りに関する手引き）

https://www2.u-gakugei.ac.jp/~knihongo/feature/upload/koko_nihongo_tebiki.pdf

●高等学校の日本語指導・学習支援のためのガイドライン
（日本語指導、教科指導・支援、キャリア教育、多文化共生教育に関するガイドライン）

https://www2.u-gakugei.ac.jp/~knihongo/feature/upload/koko_nihongo_guideline.pdf

●情報検索サイト「かすたねっと」
（教育委員会等作成の多言語文書や教材の検索サイト）

https://casta-net.mext.go.jp/
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